
 

令和 7年９月号掲載 

 

男女共同参画社会をつくる 

 

女性活躍推進法施行後 10年の変化及び一部改正の概要 

内閣府男女共同参画局推進課、厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課 

 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27年法律第 64号。以下「女性

活躍推進法」という。）の延長等を含む改正法が、令和７年６月４日に国会で可決・成立し、

同年６月 11日に公布されました。本稿においては、女性活躍推進法施行後 10年の変化及

び改正内容について紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

女性活躍推進法は、女性の活躍推進の取組を着実に前進させるため、令和７年度末

までの時限法として、平成 27年に制定されました。女性活躍推進法の施行から 10年、

我が国における 15歳から 64歳までの女性の就業率は、平成 27年には 64.6％であっ

たところ令和６年には 74.1％となっており、着実に上昇しています（図１）。子育て

期の女性に焦点を当てると、平成 17年から平成 21年に第一子を出産した女性では、

出産を機に 56.6％の女性が離職していましたが、平成 27 年から令和元年に第一子を

出産した女性では 30.5％と減少しています（図２）。女性の年齢階級別労働力人口比

率は、平成 27年には結婚・出産期に当たる 30～34歳を底とするいわゆる「Ｍ字カー

ブ」を描いていましたが、令和６年には 20歳代から 50歳代まで台形に近い形を描い

ており、「M字カーブ」はほぼ解消していると言えます。 

女性活躍推進法施行後 10年の変化及び課題 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 女性就業率の推移 

図２ 子供の出生年別第１子出産前後の妻の就業経歴 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかしながら、出産後の女性の継続就業率は高くなってきているものの、現在は

女性の正規雇用比率が 25～29 歳をピークに年齢が上がるにつれて低下する、いわ

ゆる「Ｌ字カーブ」を描いており、この時期に働き方を変えたり、キャリアを中断・

断念したりする状況が残っていることがうかがえます。 

 また、女性の職業生活における活躍に関する取組の結果を測る観点から有効な指

標である男女間賃金差異については、長期的には縮小傾向にある（図３）ものの、そ

の縮小ペースは緩やかであり、国際的に見れば依然として差異が大きくなっていま

す。男女間賃金差異の大きな要因の１つとされている管理職に占める女性の割合に

ついても、長期的には上昇傾向にある（図４）ものの、依然として低い水準に留まっ

ているところです。 

近年は、月経、不妊治療、更年期等の健康課題が女性の働き方に与える影響やそれ

に対する取組への関心も高まっています。更には、ハラスメント関係の相談件数が高

止まり傾向にあり、求職者等に対するセクシュアルハラスメントなどが社会的関心

を集めている状況にあります。 

こうした状況に鑑みれば、女性活躍推進法に基づく集中的かつ重点的な取組は、性

別を問わず、職業生活と家庭生活の双方において活躍できる社会の実現を目指す上

で引き続き必要です。女性活躍の推進を一層強化し継続する必要があることから、関

係府省等における検討及び国会での審議を経て、法の期限延長を含む改正法が令和

７年６月に成立しました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 男女間賃金差異の推移 

図４ 役職別管理職等に占める女性割合の推移 
   （企業規模１００人以上） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正法では、法の期限を 10 年間延長し令和 18 年３月 31 日までとするととも

に、 

① 事業主における女性の職業選択に資する情報公表の強化のため、男女間賃金

（給与）差異及び女性管理職比率の公表を常時雇用する労働者の数が 101人以

上の一般事業主※１及び特定事業主※２に義務付け 

② 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の健康上の特性に配慮

して行われるべき旨を基本原則において明確化 

③ 政府が策定する女性活躍の推進に関する基本方針の記載事項の一つにハラス

メント対策を位置付け 

 ④ 女性活躍の推進に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度（プ

ラチナえるぼし）の認定要件に、求職者等に対するセクシュアルハラスメン

ト防止に係る措置の内容を公表していることを追加 

⑤ 特定事業主が策定する行動計画に係る手続の効率化などが盛り込まれまし

た。 

今後は、法の円滑な施行に向け、基本方針、内閣府令・厚生労働省令、事業主行

動計画策定指針等の改定や、改正内容の周知徹底等により、誰もが自らの個性と

能力を十分発揮し、安心して働ける職場づくりを推進していきます。 

※１ 民間企業等 ※２ 国・地方公共団体 

令和７年改正法の内容 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府男女共同参画局 共同参画９月号転載 

 

https://www.gender.go.jp/policy/suishin_law/horitsu_kihon/index.html 

 

改正法の詳細は、こちらをご覧ください。 
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